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ω 修 学 資 金 の 貸 与 の 漢 定 を 取 り消 さ れ た と き。

１！〕 看 竈 学 校 を 卒 簑 Ｌた 日 か ら ｉ 年 を 経 過 す る 目 ま で

に、 看 邊 師 の 免 砕 を取 得 し な か ｏ た と き山

㈲ 看 証 師 の 免 許を 取 得 し た 後、 直 ち に 条 例 第 呈 条 に

規 定 す る 葉 捌 ＝従 ■ し な か ｏ た と き目

｛４〕 前 号 に 規 定す る 業 務 に 従 事 しな く な ｏ た と き咀

２ 前 項た だ し ‘ ⑳ 規 定 に よ り 犠 学 資 金 を 返遺 Ｌ よう と

す る 者 は
、 同 項 各 号 の い ず れ か に 殻 当 する 享 由 が 生 じ

た 目 か ら１；日 以 内 に 別 に 定 め る 椹 式 に よ り、 修 学 資 金

の 返 遺 計画 の 承 認 を 知 讐 に 串 甜 しな け れ ぱ な ら 在 い。

ヨ 前 項 の 規 定 に よ り 返 ！ 計 画 の 承 認 を 受 け た 者 が、 返

迎 計 画 を 蛮 更 し』＝う とす る と き は、 別 に 定 め る 様 式 に

よ り、 悔 学 資 金 の 返 邊計 画 に 係 君 変 更 の 承 圃 を 知 享 に

申 田 しな け れ ぱな ら な い． こ の 場 合 に お い て、 既 に履

行 期 が 到 来 して い る 分 につ い て は、 返 迎 計 画 を 変 更す

る こ と が で き な い日

４ 句 事 は、 前２ 項 の 規 定 に よ る 申 謂 が あｏ た と き は、

そ の 内 容を 審 査 し、辞 査 結 果 を 当 該 修 学 生 に 通 知 す る目

｛返迎の猶予〕

蜻皇 条 知 ■ は、 傍 学 生 が次 の 各号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き は、 当 該 各 号 に 掲 げる 事 由 が 継 綜 す る 期 聞、 悔

学 資 金 の 返 迎 を 猫 予 す る こ と が で 善 る目

ｏ〕 条 倒 第 ４ 条 第 ｉ 項 第 ユ 号 に 規 定 す る 修 学 資 金 の返

迎 の 免 除 の 要件 を 充 足 す る 過 程 に あ る とき。

回 看 竈 学 校 を 卒 業 後、
’

更 に 保 撞 師 助 産 師 宕 証 師 法

帽 和 蝸 年 法 律 第２０ヨ号〕 第ユ９条 第 １ 号 着 Ｌく は 第

２０集 第 １ 号 に 規 定 す る 学 枝、 同 法第１９条 第 ２ 号 に 規

定 す る 保 憧 師 養 成 所 又 吐 同 法 第２０条 第 ２ 号 に 温 定 す

る 助 産 師 註 成 所 く以 下 「養 成 茄 舐」 と い う。〕 に お

い て 悔 学 し て い る と 彗。

｛ヨ〕 前 号 に 該 当 す る 者 が、 養 成 施 設 在 卑 崇 した 日 か 昌

１ 年 を 経 過 す る 目 ま で に 保讐 師 若 Ｌ く は 助 産 師 の免

許 を畳 け、 又 は 養 成 施 醍 を 退 学 し、 直 ち に 条 例 第ヨ

楽 に規 定 す る 病 院 等 又 は 施 酬 ＝由 け る 着麺 師、 保 惇

師 又 は 助 産 師 １以 下 「君 証 師 等」 と いう。〕 の 業 務

に 従 亭 Ｌ て い る と き。

２ 知 享 は、 修 学 生 が 災 害
、

疾 病 そ の他 や む を 得 な い 亭

由 に よ り 修 学 資 金 を 返 迎 す る こ と が 園 雄 を 状 況 に あ る

と 醒 め る と き は、 そ の 状 況 が継 鏡 し て い る 期 間、
修学

缶 金 の 返 遍 を 増 予 す る こ と がで き る回

茗 前 ２ 項 の 規 定に よ り 悔 学 資 金 の 返 遺 の 猶 予 を 畳 けよ

う と す る 者 は
、返 遺 の 猶 予 亭 由 を証 す る ■ 類 を 添 え て、

別 に 定 め る 棚 式 に よ り 知 享 に 申 田 し な け れ ぱ な ら な

い。 た だ Ｌ、 第 １ 項 第 Ｉ 号 又１ま 第 ３ 号 に 該 当 す る と き

硅
、 そ の事 実 を 証す る 書 頚 の 提 出 をも っ て 悔 学 賀 金 の

返 迎 切 猫予 の 申 謂 が あ う た も の と みな す。

吐 知 事 は、 前 項 の 規 定 に よ る 串 祠 が あ ｏ た と き は
、 そ

の 内 容 を 審 査 し、 審 査 結 呆 を当 議 悔 学 生 に 通 知 す る。

（返迎の免除〕

第１０条 条 例 第 ４ 集 第 ２ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合の 免 除

の 額 は、 当 該 亭由 の 生 じ た と き に 現 に 有 す る 竈務 （刷

行 期 が 到 来 し た も の 及 ぴ 遅 延利 息 を 除 く。〕 の 額 と す

公 報 号 外 馴 １号 平 成１７年 ヨ 月ヨ１日 木 田日

２ 前 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該当 す る 者 が
、 疾 病、 負 傷 そ の

他 や むを 得 右 い 事 由 に よｏ 業 務 に 従享 で き な か ｏ た期

問 を 除き、 引 き 続 き ヨ 年 間 看 証 師 等 の 業 淑＝従 事 Ｌ た

と き 又 は当 該 業 務 従 事 期 間 中 に 崇 瑚 上 の 享 由 に よ り 死

亡 し、 若 Ｌく は 業 雅 に 起 国 す る 心 身 の 故 瞠 晒 た め 業 務

を 継 続 する こ と が で き な く 在 ｏ た と …１ま、 条 倒 第 ４ 条

第 ２ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る も の と Ｌて 同 項 の 規 定 に」１り

修 学 資 金 の 全 部 の 返 邊を 免 陰 す る も の とす る。

ヨ 粂 例 第 ４ 条 の 窺 定 に」ｌＯ 修 学 資 金の 返 迎 の免 除 を 受

け よ う と す る 者 は、 そ の享 集 を 証す 呂 ■ 蟹 を 儘 え て別

に 定あ る 様 式 に」；り 知 ■ に申 請 し な け れ ぱ 左 ら な い凸

４ 知 享１ま、 前 項 の 規 定 に よ る 申 誼 が あ ｏ た と き は
、 そ

の 内 容 を 審 査 し、 審 査 結 果 を 当 該 修 学 生 に 通 知 す る。

（運延利息〕

第１１条 修 学 生 は、 正 当 な 理 由 が な く 修 学 資 金を 返 遺 す

ぺ き 目 ま で に 返 迎 Ｌな か ｏ た と き は、 当 該 返 遺 す ぺ き

日 の 翌 日 か ら 返 迎 の 目 ま で の 期 問の 目聾Ｅに 応 じ、 ｛匡迎

す べ 旨 額 に つ 書 年１４．５
パ ー セ ン トの 割 含 で計 む Ｌ た 額

の 逼 延 利 息 を 支払 わな け れ ぱな ら 飢 ㌔

２ 前 項 に 鏡 定 す る 年当 たｏ の剖 合 は、 う るう 年 の 日 を

含 む 期 剛二つ い て も、 搬 日 当 た ｏ の剖 合と す る。

幌動の届出〕

第１ 躁 悔 学 生 は、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 した とき

は、 速 や か に、 そ の 享 実 を 証 す る 盲 頻 を 帳え て そ の 旨

を 知 箏 に届 け 出 な け れ ぱ右 ら な い旦

ｏ〕 氏 名、 住 所 及 ぴ冒 話 番 号 を 変 更 した と き。

｛ヨ〕 宕 距 師 等 切免 許 を 取得 し た と き，

｛ヨ〕 条例 第 ヨ 条 に規 定 する 業 蒜 岩 しく は 第 臼 条 第 １ 項

第 言 号 に 境 定す る 崇 務 に 従 事 す る こ と と な ｏ た と き

又 は そ れら の 業 務 の 従 亭 先 を 変 更 Ｌ た と き咀

｛４〕 前 号 に 規 定 す る 業 捌 二従 ■ しな く な っ た と き日

：；〕 逗 帯 保 証 人 の 氏名、 住 所 及 ぴ口 話 香 号 に 変 更 があ

○ た と 書 又 は 違 帯 保 証 人 が 死 亡 Ｌ、 若 Ｌく は 逼 帝 保

証 人と Ｌ て 迎 当 で 右 い箏 由 が 生 じた と き。

㈲ 養 成 施 股 に入 学 し た と き又 硅当 該養 成 施 股 を 遇 学

Ｌ たと き 若 しく は卒 簑 」 た と 彗 （第 ９ 条 第 昌 項 の 申

晴 を 行 う た 場 合 を 除 く目〕。

２ 連 帯 保証 人 は、 修 学 生 が 死 亡 Ｌ た と き は、 速 や か に

その 旨 を知 事 に届 け 出 な け れ ぱ な ら な い。

（その他〕

第１呂条 こ の規 則 に 定 め る も の の ほ か
、 条 例 の施 行 に 関

Ｌ 必 要 な 事 項 は、 知 事 が 別 に 定 め る。

附 則

こ の 規 則 は
、 平 成１〒年 ４ 月 １ 目 か ら 施 行 す る。

京 都 府 手 数 料 誰 収条 例 施 行 規則 及 ぴ 京 都 府 藁 享 審 謝 会

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を ここ に 公 布す る。



京 都 府 公

平 成１７年 ヨ月３ユ目 ㈲ 鼻呈ｏ医鶉品蜆 造匝売 件にｏ…

京 都 府 知 箏 山 田 啓 二 賞 昨 可 の 更 新 “ヨ〕に 掲１ １；．５ｍ 円

る も 切 註 除 く。〕

京 罰 府 規 則 萬 四 号
１ヨ〕 韮月哩追旺売医蔓 品の 件につ彗

聖 造 賦 庇 簑 の 峠 可 の 亘新 ．ｏ㏄ 円

京 部 府 手 竈料 薗 収 集倒 肺 行 親 則 及 ぴ 京祁 府 藁 ■ 讐
ω 医藁部外品齪茜 距売彙 件にう彗

饅 会 親 則 の 一 郁 を 改 正 す 看 規 則
峠 可 の １ 新 （㈲ に 掲 げ苫 １５．ヨｏｏ円

もの を 除 く。〕

僚 都 府 手 数 料 徴 収 条 例 施行 規 則 の 一 部 改 正〕
側 医藁部外品蜆造既 充崇 件にｏき

第 １ 条 京 都 府 手 数 撒 収 条例 施 行 規 則 ／平 成１２年 京都
峠可 廊 ■法施行令 脱 〒．呈ｏｏ円

府 規 則 第 茗 号〕 の 一 部 を次 の よう に 改 正 す る。

粂竈２項に規定す呂 医藁

胡外 晶以外 の畠藁据外品

別 表 第 ２ の１蝸 の 項 中 「第 ５ 条 第 １ 項」 を 「第 ４ 鼻 のみ ㊧型造 距疵を行う岩

第 ユ 項」 に 哉 め
、 同 表 の１朋 の 項 中 「 鮎 条 第 ２ 項 に対† 呂も 伽＝限苫 Ｊ

を 「 触 条 第 ２ 項」 に 改 め、 同 表 の１〃 の 項 か ら１；５の
の頁 新

項 ま で を 次 の よ 引＝ 改め る。
㈹ 化 粧品黎追唖売貴峠可 件につ き

切 亘 新 ７ｉ別Ｏ円

呈〒 藁■法 伽 嫉 館１項の 規 医藁品黎造
㈹ 蜻一 〇彊鶉櫨器望追匝 件にｏ 彗

定１＝よ る 医 嘉 品 箏 の 里 遣 距 盟 売 薫 等 許

売薫 許 可の １ 新 舶，２００円

売 彙 の 酢 可 の 申 ｏ に対 す 君 可 申 ｏ 手 教

㈲ 鶉 ２ 邊 医 症 棚 器 哩 造 距 件 につ き

害 査 料

売 彙 畔 可の １ 新 １ヨ，ヨｏｏ円

ω 常 １ 拒 医 藁 品 埋 造 盟 売 件 に つ き

㈲ ｏ ヨ 竈 医 境 櫨 器 蜆 迫 販 件 にｏ 善

崇 畔 可 ㈹ に 詞 げる も 切
売 箏 許 可切 亘 新

舶
．

舶ｏ円

ｏ
■
ｏｏｏ円

を 監 く目〕 珊 藁 箏 注 伽 ヨ条 蠣 １ 項 の 規 医 竈 品 理 遣

倒 弟 ２ 竈 医 藏 品 型 造 頸 疵 件 に つ 圭 創 ＝よ 星 園嘉 品 等 の 型 拮 ， ＾ ＃ 許可 申

集 許 可 ㈹ に 担 げる も の ヨ１一ヨ㎝ 円 の 峠 可 の 申 ｎ ＝対 す る 竈 杏 口 手鼓 料

左 陰 くＪ ω 無 茄 医藁 品 ｛体 外 醇 断 件１＝ｏ 彗

㈲ 藁 局 肥 造 販 売 医 藁 山 件 に ｏ き 用 医 藁 品 以 外 の 医 藁 品 で ｏ。呂ｏｏ円

償 ■佳施行令 冊 紬
■ヨｏｏ円 由ｏ て。 藁 ■法茄 棉 朋

年武令第ユユ号〕 蛯ヨ奈鶉 幅 荊ヨ目年 厚生省 令竈

ヨ 号１＝規定する藁局鵯追 号〕 撒 嫉 鶉１項鶉茗号

販 完 医 藁 品 註 い 与。 １呈 に 規 走す 君 蛇 菌 医 藁 品 で

の 坦 か ら１ヨｏの 項 ま で、 あ る も の を い う 一 ヨｏの

１ヨコ切 項 及 ぴユヨ 胸 項 に 由 項、 １ヨ１の 項、 １ヨヨの 項、

い て 同 じ Ｊ の 望 造 団 売 脳 の 項、 １帖 のヨ の 項 厘

薫 の 峠 可 ぴ１帖 の ４ の 項 に 圭 い て

㈲ 医 藁 部 外 品 肥 遣 盟 砧 景 件 に う 昔 同 じ坦〕 の 理 造 崇 に 係 る

許 可 ㈹ に 掲 げ る も の 左 ヨ１．帥ｏ円 峠 可 嶋〕１＝邊 げる も の を

畦 く一 監く。〕

㈲ 医 莚 部 外 品 型 造 亜 売 簑 件 に ｏ 彗 １呈〕 一 疵 医藁 品 ｛体 外 睦 断 件 にｏ 彗

酢 可 擁 ■ 法 施 行 令 醐 ヨ，醐ｏ円 用 医 藁 品 以 外 の 医 藁 品 で ５．’ｏｏ円

棊 莞 ２ 項 に 規 定 す る 展 藁 あ ｏ て、 藁 ■ 佳 肺 行 規目

部 外品以外の医藁部外品 娩 瞭 蠣１ 項第４ 号に親

の み の 黎 造 匝 売 を 行 う 者 定 す る 国韮 品 で あ る も の

に 対 する も の に 限 乱〕 を い う 一 ヨｏの 項、 １ヨ１の

㈹ 化 荘品 黎 造 販 先 彙 畔 可 件 に ｏ き 項、 １ヨヨの 項、 １頸 の 項、
朋．別ｏ円 ユ帖 の ヨ の 項 及 ぴ１４ 腕

ω 軸 １ 邊 医 疽 棚 器 邊 造 服 件 に つ 量 の 項 に お い て 同 じ自〕 の

完 簑 峠 可 犯、昌ｏｏ円 型 造 彙１＝係 る 酢 可 ㈹ 及

１副 莞 ２ 竈 医 疽 萢 器 理 造 服 件 に つ 彗 ぴ ㈲ に 邊 げ る も の 在 監

売 崇１手可 田．目ｏｏ円 く，〕

側 鶉ヨ 竈 匿 鶉 償 砦 型 造 距 件 に う き 値〕 医 藁 品 ㈹ 外静 肝 用 医 件 につ 書

売 崇 峠 可 ヨ■別ｏ円 藁 品 を 臨 く血〕 の 包 装 等 ７、ヨｏｏ円

咀造簑 触 遣工程 のうち
２昌 藁 ■ 怯 制 嫉 簑 ２ 項 の 規 医 棄 品 黎 造 包 撞、 衰 示 又１ま保 管 の み

定 に よ る 冨 藁 品 等 の 理 遣 甑 距 完 彙 等 許 在 行 う 理 造 彙 をい う由 工

売 葦 的 峠 可 の 亘 新 の 申 剛 二 可 豆 新 申 蠣 ≒，
下 こ の 項、 １ヨｏの 項、 ユヨ

対 す る 害去 手 敷 料 の 乱 １ヨヨの 項、１ヨ４の 項、
ω 第 ユ 看 医 蘂 品 黎 描 盟 売 件 に つ 皇 １４ 腕 ヨ の 項 瓦 ぴユ岨 の

黄１午可 の 夏 新 ㈹ に 榊 ヨ昌，２００円 の 項 に お い て 同 仁 Ｊ に

苫 も 肥 を 除 く。〕 儒 る■キ可

報 号外 制ユ号
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帖１ 体 外 診 断 用 監 藁 品 肥 蜆 １ 件 につ 彗 ㈹ 簑局 埋 遣 距 売 医藁 品 の 件１＝つ 昔

造簑１＝係 る 峠 可 ㈹ に掲 。 朋． 伽 円 理 造 簑 に 係 る 酢 可 の 亘 新 ，冒ｏｏ円

げる も の を 除 く。〕 ω 医 藁 部 外 品 の 埋 造 崇 に 件 につ き

㈲ 体 外 誰 断 月 医藁 品 の 包 ユ 件 に つ ≡ 孫 君 許 可 の 更 新 ㈹ 及 ぴ ，ユｏｏ円

甚 等 型 拍 莞 に 係 る 酢 可 岬．ヨｏｏ円 側１＝掲 げる も のを 隙 く。〕

㈲ 藁 眉 黎 曲 距 売 医藁 品 の １ 件 に つ 彗 喧〕 一控 医藁 部 外品 黎 遣 彙 件 に つ 吉

型 造 業 に係 る 許 可 １１，ｏｏｏ円 に 係毛■宇可の 亘 薪 順〕１＝ 一２００円

㈹ 医 藁 部外 品 の 黎 造 菓 に １ 件 にｏ き 掲 げ る も の を 暁 く由〕

係 る 峠 可 ㈹ 及 ぴ 帥１＝掲 距．｛ｏｏ円 喧〕 医 藁 部 外 品 の 包 珪 等 肥 件 につ 彗

１テ石 も の を 暁 く由〕 造 崇 に 係 盾 酢 可 の 豆 新 ，ｌｏｏ円

㈲ 一担 医 竈 部 外 品 齪 造 薫 １ 件 に つ き 血軸 化 粧 品 の 黎 造 彙 に 楳 若 件１＝つ 善

撫 窟 化 昔 れ た 匡藁 部 外 ヨヨ．！ｏｏ円 酢可 の 頁新 ㈹ に 掲 げる ．２００円

品 以 外 的 医 稟 部 外品 晒 み も の 吉 臨く目〕

の 理 追 を 行 う 型 追 薫 を い ω 化 蛙 品 の 包 装 等 製 遣 竈 件 に つ 宕

㌔ １ヨｏの 項 及 ぴ１ヨ１の 項 に 係 る 酢 可 の 頁 新 一一〇〇円

に お い て 同 じ目〕 に 係 眉 蛇 減 菅 医 鶉 借 器 の 胆 造 彙 件 につ 善

酢可 ㈹ に 掲 げ石 も の を
に 係 石 時可 の 亘 薪 ㈹ に 副，７００円

臨く■

侮１ 医耶 部 外 品 の 包 装 等 型 １件 に つ き

掲 げ呂 も切 を 除く。〕

蝿 医疵 積豊 傭 盲 医鶉邊 件につき

造 景 に 偶 呂 許 可 朋■眉ｏｏ円

軸 化 粧 品 の 型 造 崇 に 係 坦 １ 件 につ 書
器 を 践 く目〕 の 埋 造 饒 に 蝸，１ｏｏ円

許 可 ㈹ に掲 げ る も の 壱 ヨヨ、！ｏｏ円
保 る 酢 可 の 頁 新 ㈹ に 招

駐く Ｊ
げ 君 芭 の 主 監 く自〕

肛ｏ 化粧 品 晒 包 装 等 黎 拍 崇 ユ 件 に ｏ 彗
ω 厘 鶉 撹 暑 晒 包 聾 等 蛆 造 件 につ 昔

１＝係 る 酢 可 ヨヨ．ｏｏｏ円
莞１＝係 刮 宇可 の 亘 新 ｛、ユｏｏ円

胞 泣官医疵拙 器 候 ■佳 １件につ皇

施 行 規 則 棚 験 第 ヨ 項 第 筥ｏ．珊ｏ円 ヨ１ 韮 ， 法鶉１ヨ尭 蜻 ｛ 項 的 規 医 韮品 黎 造

２ 号 に 規 定す る 砧 葛 医 寝 定 に よ 眉 唾 藁品 等 的 黎 造 彙 鶉 等 許 可 区

損 器 圭 い ㌔ 以 下 こ の 項、
の 許 可 固 区 分 の 変 夏 又１圭迫 分 聾 更 等 申

１ヨｏ切 項、 ］ヨ１の 項、 １舶 加 の１芋可 の 申 ｍ ：対 す ム 春 ○ 手 撞 料

の 項、 １ヨ ω 項、 １砧 の ヨ 査

の 項 及 ぴユ蝸 の ４ の 項 に ω 無 菌 唾 藁 品 の 製 造 彙 に 件 に づ 幸

お い て 同 じＪ の 理 造 賞 係 る 許可 の区 分 の聖 頁 又 ユ．呈ｏｏ円

に 係 晶 許 可 ㈹ に 掲 げ る は 迫 加 ㈹ に掲 げる も の

も の 圭 監 く目〕 を 暁 く。〕

蝸 医 豪 櫨 器 ㈱ 竈 園 鴉 枇 １ 件 につ き ㈲ ＾ 般 唾 藏 品 の 黎 遣 集１二 １ 件 に つ き

署 を 暁 く。〕 の 蜆 遣 彙 に 且ヨ，仙ｏ円 係 る 酔 可 の 区 分 的 蛮 頁 又 ７．ｏｏｏ円

係 る 酢 可 ㈹ に 担 げる も １±迫 加 ㈹ に 掲 げる も の

晒 を 険 く Ｊ を 暁く Ｊ

ω 医 痕 棋 器 の 包 装 等 黎 誼 １ 件 に う ≡ 喧〕 医弗 品 １体 外 診 断用 医 ユ 件 に つ き

彙 に 係 堵 許可 岬、目ｏｏ円 藁 品 壱 除 く Ｊ の 包 撞 等 １、ヨｏｏ円

１ヨｏ 藁 ■ 注 蠣１目条 弟ヨ項 の 規 医藁 品 黎造
理 拍 賞 に 裸 呂 肝 可 の 区 分

定 に 上 君 雷 藁 品 等 の 黎 遣 貢 藏等 許 可 更
の 変 夏 又 は 追 加

の 許 可の 更 薪 の 申 ｎ ＝対 す 新申 記 手 敏
ω 体 外 酸 肺 用 医 韮 品 の 哩 １ 件に つ 告

堵 春 珪 料
造 莞に 保 星 峠 可 の 区 分 的 一．ｏｏｏ円

ω 無 菅 医 尭 品 の 黎 造黄 に １ 件 に つ 彗
蛮 更 又は 追加 ㈹ に掲１

係 る 許 可 の 更 新 ㈹ に 掲 ヨｏ，７００円
星 も の を 暁く 一

げ る も の を 暁く自〕
由〕 体 外 診 断用 医 藁 品の １ 件 に ｏ 彗

値〕 一 股 睡 藁 品の 顯 造 崇 に １ 件 に つ 告
装 等 哩 造 彙 に 係 呂 酢 可 の １．亘ｏｏ円

係 る 許可 の 亘 新 ㈹ 及 ぴ 蝸，１ｏｏ円
区 分 の 蛮 亘 又１弍迫 加

㈲ に 掲 げ 君 も の 崔 臨 く Ｊ
帖〕 医 稟 部 外 品 の 理 造 藏 ＝ １ 件に ｏ 善

㈲ 医 蘂 品 ｛体 外 誰 断用 医 １ 件 に つ き 係 る 許 可 の 区 分 切 蛮 頁 ”．ｏｏｏ円

藁 品 を 臨 く Ｊ 碗 包 装 等 別．１ｏｏ円
１弍迫 加 ㈹ 旺 ぴ値〕に掲

理 抽 萸 に 俣 る 辞 可 の 更 新 る も の を隙 く 一

帖１ 体 外 醇 断用 睡 莚 品 の 理 ユ 件 に つ き 旧 一 岨 医萌 部外 品 理 適 １ 件 に つ き

造 崇 に 係 石 許 可 の 更 新 胡．ｌｏｏ円 に 係 刮キ可 の 区 卦 の 変 ヨヨ，７口ｏ円

㈹ に 掲 げ る も の を 除 又 咄 迫 加 ㈹１＝掲 げ若

く。〕
の を 睦 くＪ

㈲ 体 外 睦 肺 用 医 藁 品 肥 包 Ｉ 件 に つ き 嘔］ 医 藁 部 外 品 の 包 装 等 ユ 件 に つ 昔

撞 等 咀 追 軸 ＝係 る 腓可 の 別一１００円 造 崇 に係 刮 宇可 の 国 分 ヨｏ、昌ｏｏ円

１ 新 変更 又 は追 加



侮〕 化 粧 品 の 黎 追 彙 に係 呂 件１＝ｏ 圭 ω 医藁 品 胞 培 等 聰 追 簑 件 に つ き

許 可 の 区 分伽 変 亘又 ほ 迫 ．７００円 の 酢可１＝標 苫 も の （体 外 ．ヨｏｏ円

加 ㈹ に 榊 禍 も切を除 睦 断用 医藁 品を 監く。〕

く目〕 に 限 乱〕 に 係 る も 切

血屯 化 蛙 品 の包 壁 等 埋 追 薫 件 につ 彗 ω 体 外 藪 肝 用 医 藁 品１＝係 件 に ｏ き

に 係 眉 峠 可 の 区 分 切 査 １ 。昌㎜ 円 君 も 切 ㈹１＝邊 げ君 も 晒 、７００円

又１圭迫加 ＃ 除 く。〕

ｏ』 就 由 医 症 邊 器 の 四 造 彙 伸 に ｏ 昔 ㈲ 体外 診 断用 医 莞 品 他 件１＝つ 彗

１：係岳 昨 可 の 区 分 の 蛮 コ ．別ｏ円 装 隼 型 造 莞 的 酢 可１：偏 る 、ヨｏｏ円

又 は 迫 加 ㈹ １＝剋 げ呂 も も 伽 ＝阻 る目〕 １＝係 眉 も

的 を 除 く Ｊ の

囮 医痕枝器 伽 菅 医疵 椙 件につき 佑〕 医賞 部外品 撫 盲化さ 件１＝う書

器 主 膿 く Ｊ の 聰 遣 彙 に ．㎜ｏ円 れ た も 伽 二霞 る Ｊ ｌ：楳 。８ｍ 円

標 る 酢 可 切 区 分 の 変 １ 又 る も の ㈹ に 剋 げ岳 も の

■ 迫 加 （㈱ に邊 げ君 も 切 を 睦 く。〕

崔 陰く。〕 ω 民 藁 剖 外 品 傭 盲 化 さ 件 に つ 善

岨 医出 櫨 岳 の 包 珪 等 理 迫 件 に ｏ 彗 れ た も の を 除 く 一 １：係 ，一㎝ 円

景 の 許 可 固 区 分 の 蛮 亘 又 一別ｏ円 る も 切 ㈹ １二邊 げ 星 も の

肚 追 加 左 暁 く目〕

値〕 医 藁部外品 他 装＃黎 件１＝つ彗

２ 藁 ■ 法 軸 ｛条 亮 １ 項 の 規 医 藁 品 咀 造 造 崇 の 許 可 に 係 眉 も 刎 ＝ ．ヨｏｏ円

定 に 上 眉 医 藁 品 等 の 蠣造 距 距 茄 讐 章 固 限毛。〕 に 係 眉 も 切

売の景毘の申ｏに 対す君 ‘ 申，手 蝋 側 就ｏ医疵桔器１二俣るも 件にｏき

杢 の ㈹ に 掲 げ呂 も の 吉 畦 昌，目ｍ 円

ω 医痕用 監韮品 廊 ■佳 制二〇彗
く一

施行規則 胴 凍 ＾１項蜻 明、ヨｍ円 ω 匪痕把器 ㈹ 由医疽枇 件にｏ き

２ 号１：毘 定 す 眉 医 鶉 用 医
器 を 畦 く喧〕 に 係 苫 も の 昌．柵ｏ円

茗 品を いう 一 ヨヨ切 刮＝
㈹ に掲 げる もの を 畦

由 い て 同 じ。〕 の 聰 造 盟 く目〕

売の承邊 ㈹ 及 ぴ１釧＝稻
ω 医痕携器 １包装 等蜆追 件につき

げ る 芭 の を 監く Ｊ
売 の 許 可 に 標 星 も 伽 ＝阻 ヨ．

ヨｏｏ円

倒 日 本 藁 局 方‘＝収 出 ら れ 件‘：つ 昔
壇一 に 係 る も の

て い 苫 医 鶉品 の 獺 造 距 売 ’．ヨｏｏ円

の 葦画 ㈹ に 邊 げ 君 も の

帝 隙く目〕 件一：ｏ ≡
盟 蔓 箏 法 弟１ 偵 竈 百 項 の 規 医 藁 品 等 定

１ヨ〕 藁届 蜆 迫 臣 売 医 莞 品 の 呪 円
創 ＝よ 苫 同 条 竈 １ 項 の 規 走 蠣 Ｏ 合 性，

理 造 胆 亮 の 承 邊 件 に つ 圭 に工 苫 量 固 を 呈 け た 者 旧 杏 手 鼓 料

ω そ の 他 の 医 藁 品 の 聰造 ｏ．ヨｏｏ円
集 覧雪 項 の 丞 蜆 を 受 けよ う

胆 売 切 承 屈 １ 件 に う …
と す 眉 看 圭 畦 く自〕 １二対 Ｌ

㈲ 医 藁 部 外 品 の 型 遣 眼 売 刮．ｏｏｏ円 て 行う ｉ 合性１■ 充

の 茸 哩
ω 無 ＾ 医 臭 品１＝係 昼 も の １ 件 につ 圭

㈹ １二 邊 げ 岳 も の を 畦 肪■ヨｏｏ円

呈ヨ 藁箏 珪 伽 嫉 第右 項の規 医藁品等 迫
くＪ ㈹ の同竈医

定 に上 盾 同集 竈 １ 項 又 咄 貨 合 性 訓 査 手
藁 品 と 俳 せ て

！項 の 規 定 に よ 星 理 固 を 呈 政 料
口 丑 を 受 ける

け よう と 寸 君 者 に 対 Ｌて 行
○ 合 帖、呈

■皿旺ｏ

うｏ合性，査 幅 鶉品 等の
円：

理 韮 所 に 由 け る 蜆遣 ■ 坦又
勘 一 股 医 藁 品 に係 君 も の １ 件 にｏ 昔

帖 品 田 竈 理 の 方 珪 が 同 生 蛯 （倒１＝ 掲１テム も の を 畦 ３．茗ｍ 円

ヨ 項 螂 ４ 号 に 境 定す る 口 生
く。〕 ㈹ の 同 邊

労＾宅令 で定 あ盾些 削：
藁品と俳せ

合 して い君 か どう か に つ ・ Ｉ■査 左 垂 け 呂

て 行 う ， 杏 を い う
。 １ヨ４の

○ 合１±，１
．
ｏ

項、 １佃 の ヨ の 項 及 ぴ１蝸 の
円〕

一 の 項 に お い て 同 じ。〕
㈲ 医 崇 品 １包 堂 等 畳 逝 蠣 １ 件 につ き

ω 侮 菌 園 藁 晶 に 保 る も １ 件 につ 吉 の，午可１：係 居 もの （体 外 鴉．岨ｏ円

㈹ に 担 げ る も の を 昌．昌ｏｏ円 睦 断用 匪 萢 品 を 除 く目〕 ｛他 の 同肥

く。〕
に 匝る。〕 １＝係 る も の 蔓品 と 俳 せ

㈲ 一 股 医藁 品 に係 呂 も １ 件 につ 圭 Ｉ，売 を 畳 け

㈹ に 担 げ る も の 圭 瑚，７００円 む 合１±。 鴉

く目〕
円〕
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帖〕 体 外 藪 断用 医 麩品 に 係 件 にｏ 彗 ｏ〕 医痕 用 医藁 品 の與 造 届 風申 ｏ 手 歓 １ 件 にｏ 彗

る も の ㈹ に 頸 げ岳 も 的 ヨ。昌ｏｏ円 売の 丞 固 １１呈吸 酬 釧二邊 料 躬．ヨｏｏ円

在 除く Ｊ ｛他 切 回 邊 園 げ君 も の を 暁 く目〕

藁 品 と 腓 せ て 働 目 本 藁局 方 に 収出 ら 九 １ 件 に つ ≡

口 杢 を 曼 け 苫 て い眉 医蘂 品 の 理造 肛 売 ヨｏ．ヨｏｏ円

○ 合 目 Ｊ，ｏｏ 的里 固 ㈹ に 掲 げ若 由的

円〕 を 監く Ｊ １ 件 にう 書

㈲ 体 外 診 断用 医顯 品 １包 件 に う 昔 喧〕 麩 月 型造 距 売 医稟 品の ヨｏ円

硅 等 型 造 彙のＩ手可 に 係 呂 目，４ヨｏ円 型遣 胆 売の 着 囲

も 州＝ 限 呂 一 に 係 苫 他 の 同 担 医 側 そ 晒 他 の 医 藁品 の 製措 １ 件 にｏ 彗

の 萢 品 と 俳 せ て 盟疵 の 承嗣 ヨｏ．ｌｏｏ円

竈 杢 を 曼 け る ㈲ 園藁 部外 品 の 黎造 臣 売 １ 件 にう き

む 合 目
、 ！ヨ の 景 画 …ｏ

．
呈ｏｏ円

円〕

帖ｊ 医藁剖外品 撫 ■ 化昔 件にう昔 別 表 第 ２ 中１鍋 の 項 か ら工；９の 項 ま で を 削 り、 １４０切
れ た も の に 阻 石，〕 １＝係 冊

．
ヨｏｏ円

る も の 岨酬＝ 邊 げる も の

項 を１ヨ店の 項 と Ｌ、 ユ４１の 項 か ら１４≡の 項 ま で を ４ 項 ず

｛他 的 同 竈 医

を 陰 く，〕 蛯 部 外 品 と 俳

つ 操 り 上 げ、 １４≡の ２ の 項 を１４呈の 項 と Ｌ
、 同 項 の 次 に

せて口杢左畳
茨の１ｏ項 を加 え る。

ナ 呂 ｏ 合 は
、

■ｏｏｏ円〕
４ヨ 莚 ■ 法 軸 嫉 蜻４ 項 の 規 古皮 讐 理 医 件 にｏ 彗

ω 医 藁 部 外 品 （無 甚 化 さ 件 に う き
定 によ 苫 ＾ 庄 管 理 唾鶉 邊器 盧棚 器 蘂完 １．⑪ＯＯ円

れ た も の 圭 除 く由〕 に 係 ヨ，目㎝ 円
等 の唖 売 彙又 は ■貸 葦 伽 キ 莞等 峠 可亘

る も の ㈹ に 担 げ君 も 晒 ㈹ の 同 竈 医
可 の 亘新 の申 竈 に対 † 苫 “ 罰申 蠣 手 鼓

を 暁 く目〕 嘉 部 外 品 と 俳
在 揖

せ て 旧 在 在 垂

す石 ｏ 合 は、

仙 藁 “ 桂 剃 ｏ条 の至 蛯 １ 項 医■ 捌 器佑 件 にう き

．ｏｏｏ円〕
の 規定 に よ 星 医 完損 器 の 価 理＾ 峠 可申 筥．４ｍ 円

倒 匪 藁 部 外 品 １包 叢 等 型 件 に う き
理 薫の 許 可 の申 ｏ に対 す 岳 竈手 教揖

遣 彙 の 蹄可 に 標 君 も 刎’ ヨー靱ｏ円
ヰ 査

咀君口〕 に 係 る も の ｛他 の 同 君 医

韮 部 外 品 と 俳
４ヨ 韮■ 桂 鰯 口棊 の茗 鶉 ヨ 項 医去 捌 豊修 件 につ き

せ て ｏ 査 註 量
の 規 定１＝よ 壇 医 鶉 棲器 の 佑 理賞 峠 可亘 一，石口ｏ円

テ岳 場 合 は、

理 彙の 峠 可の 蔓 新の 申 ｏ に 薪申 莇 手 鼓

ヨｏ円〕
対 す君害 査 料

喧〕 籔 官 医痕 櫨 割 ＝係 る 件 に つ 昔

の ω に担 げる も の を 除 岨 ヨｏｏ円
蛆 ④ ヨ 藁 箏 法 触ｏ条の 呈 塙 医竈 拙 寄佑 件 につ き

く由〕 他 の 同 竈 唾

５ 項の 規 定 によ る 医疵 邊 器 理業Ｉ午可区 ７一；ｍ 円

鶉 損 器 と 俳 せ

の 倍囲 崇 の！午可 の 区分 の 変 分 蛮 亘 等申

てＩ■丑 を 畳‘

亘 又 は迫 加の■宇可の 申 記 に 口手 量 料

る 幻 含 は、

対 す 君 ＃ 査

．ｏｏｏ円〕

○朝 罠 癌 櫨 器 ㈱ 官 唾 鶉 桂 件１＝つ 告
帖 切 ヨ 藁 箏 崔蜻昌ｏ条第 ユ 項 舳出 用 厘邊

器 帝 除 く ■ １＝偲 岳 も の

的 規 走に よ 石 軸 出用 ㊧ 医藁
ヨ，昌ｏｏ円

品串 ｏ 合 笹

㈹ １二 掲 げ る も の 圭 暁 ‘他 の 同 拓厘≡

品 等 崔鴉 過 しよ う と† る 音 １■査 手 董料

く目〕 疽 棚 器 と 併 せ
に 対 Ｌて 行う 辿 合性 □ 杢

ω 無 ■ 唾藁 品 に儒 る もの
て蠣杢圭 劃

件 につき

㈹ に 掲 げる も の 圭 除
る ｏ 合 は

、

昌
，
昌ｏｏ円

く。〕

一
〇〇〇円〕

ω 医 瑳 描 器 他 蛙 等 型造
；呈〕 一股 匪藁 品 に係 る もの

件１＝つ き
件 につ き

彙の峠可に保 砧 伽：阻
｛由〕１＝掴 げ苫 も切 在 除

！
．
４ヨｏ円

昌
，

刑ｏ円

る由〕 に 係 苫 も の

く
。
〕

他 の同竈唾 喧〕 医莞 品 胞 装等咀造 彙
疽 槙 器 と 併 せ

件 につ 圭

の 酢可 に係 岳 もの ＝体外

てＩ腔 圭 刮
ヨ．ヨｏｏ円

診断用 塵萢品 を 除く■
君 場 合 は

、 に 限 呂。〕 １：係 苫 古 ㊧

鴉ｏ円〕 ㈲ 体 外 睦 肝用 塵弗 品 に偶 件 にｏ 昔

る も の ㈹ に 掲 げ岳 由の 盟．刑ｏ円

ヨヨ 弗箏法弟ユ娩 ｝ 項の親 匪鶉用 医藁 崔除くＪ
定 に よ 呂 医 鶉 品 箏 の 黎 拍 賦 肥 追 亜 茄 ㈲ 体 外 診 肝用 医嘉 品 ｛包 件１＝ｏ き

売 の 董 咀 箏 項 の 一 部 聾 亘の 等 箒 認 ■ 項 控等 肥 迫賞 の 許 可に 票石 ヨ，ヨｏｏ円

承 圃 の 申 籟 に 対 す る 害 壱 一 部 変 更 葦 も 伽 ＝阻る。〕

１ｏ
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㈹ 医藁部外品 晦 竈 化さ 件 にう≡ 崎〕 医鶉 部外品 晦 官 化吉 件 にｏ彗

九 た も 刎 ＝阻 る目〕 ｉ＝係 。担ｏｏ円 れ た も 伽 ＝阻 培 ■ に 保 ㏄．３００円

る も 切 （喧〕に 珊 げ岳 も の 苫 も の ㈹ に ＾ げ 苫 も の 他 の 同竈 医

を 臨 く目〕 註 監く 一 部 外 品と 俳

閉 医 藁 部外 品 ｛無 盲 化 君 件１＝ｏ き て 口 在 主 畳

れ た も の を 畦 く Ｊ に 係 ，７００円 る ｏ 合 暗、

君 も の ㈹ ‘：邊 げ 居 も の ，ｏｏｏ円〕

を 畦く一 ω 医嘉部外品 侮 盲化 き 件にｏき

㈹ 国藁 部 外品 胞 誼 等 蜆 件 に つ 圭 れ た も の を 跣く 一 １＝係 ，副ｏ円

遣 彙の■キ叩 ＝保 る も の１： ．ヨｏ□円 君 も 切 ㈹ に 螂 げる も の 他 の 同 竈 医

困 札〕 に 係 君 も の を 註 く。〕 藁 部 外品 と 併

値〕 潰竈 医 邊 撮 器１：係 るも 件ｉ＝つ 旨 せて 蠣 杢を 曼

の ω に 剋 げ る も の を 暁 個．ヨｏｏ円 君 ＾ 合１払

く目〕
．
ｏ ｍ 円〕

ω 医宗ｏ暑 ㈹ ｏ 医症拮 件 につ圭 佗〕 医藁描 外品 胞 峯等量 仲ｉ二〇彗

器 を 除 く。〕 １＝保 る も の ．〒㎝ 円 拉 彙 の 畔 可 に 倶 君 も の に ．
犯ｏ円

㈹ に 拮 げ 君 古 の 圭 陰 阻 苫目〕 に 標 る も の （他 の 同 竈 医

くＪ 藁部外品と併

軸 医症邊 器 他 珪等齪造 件にｏ昔 せてＩ■査を曼

＾ の 畔 可 に保 呂 も 切 に 阻 ．ヨｏｏ円 苫 ｏ 合 目、
る目〕 １：棟 る も の 盟ｏ円〕

喧〕 拍 ■ 医 忠 ｏ 割 ＝標 君 も 件 に う 彗

４ 帥 ４ 蘂 箏 佳 卿 ｏ集 加 １項 ○ 出用 医 藁 の ㈹ ｉ二邊 げる も の を 陰 肪．ヨｏｏ円

の 規 定 に よ る ｏ 出 月 の 医藁 晶 等 定 蠣 ｏ く。〕 ㈹ の 同 竈 医

品 ＃切里追註，始 Ｌた 剖： 合佳，査手 ㌫棚器と俳せ

対 Ｌて行うｉ合 性Ｉ■杢 敦卦 て，充吉畳け

ω 無 百 医 藁 品 に係 君 も の 件‘＝ｏ 彗 る ｏ 合 １れ

㈹ に 掲 げ 君 も 切 崔 除 唖一３００円
，ｏｏｏ円〕

く一 ㈹ 切同租唾 軸 医症邊 署 峨 ■医“棚 件につ善

藁 品 と 併 せ て
器 を 畦 く。〕 １＝楳 君 も の ヨ。ヨｏｏ円

祠 杢 を 曼１ナ昼
ω １二揖 げ 君 も の を 暁 （値の 同 竈 雇

○ 合１圭、
ヨ
， ㎜

く由〕 忠 槍 鶉 と 俳 せ

円〕
て｝杢崔畳け

藺 一 股 医 竈 品 に 標 君 も の 件 にｏ き
昼 ｏ 合 １れ

㈹ に 邊 げ ム ｛ の 在 睦 ヨ．別ｏ円
．ｏｍ 円〕

く由〕 （他 匝 同竈 医
ω 医 “ 邊 器 胞 装 等 螂 造 １ 件 に つ 昔

萸 品 と 俳 せ て
彙 の 甘 可‘二係 苫 も の に 阻 筥．佃ｏ円

■右を受ける
乱〕 １二係岳 もの ｛他の 同竈医

■ 合１±
、
１
．

皿Ｄ口

円〕
鶉螂姜 と俳せ

｛ヨ〕 医稟 品 ㈲ 皇 等 蜆 造 彙 １ 件 に う 圭
て 口 査 を 呈 け

の 許 可 に 係 る も の １体 外 ヨ．蝸ｏ円
る ｏ 合 は、

睦 断 用 医 籔 品 を 暁 く。〕 ＝値 の 同竈 医
！ｏ目〕

に 限 呂一 １：係 若 も の 藁 品 と 併 せて

口 査を 量 け石
’ 肋 ５ 藁 ■ 法 施 行 令 ＾ 日集 医 藁 品 皿 追 １ 件 に つ 書

○ 合 は、 舶
蛯 １ 壇 の 畏 定ｉ＝上 呂 医 蔓品 距 売 彙 等 許 ．ｏｏｏ円

円〕
等 の 聰 遣 匝 売 ＾ の 畔 可 旺 の 可 匝 ■撫 え

ω 体 外 診 断用 圓 藁 品 に 係 １ 件 に つ 旨
■ 擾 え 交 付 交 付 手 註

ム ー の ㈹ に把 げる も の ヨ，畠ｏｏ円

を 践 く。〕 ｛他 の 同 刮 塵 蝸 の 百 藁 ■ 法 施 行 令 螂 石 条 医 藁品 匹 造 １ 件 に ｏ き

藁 品 と 俳 せ て 蠣 １ 項 の 現 定ｉ＝よ 岳 医 藁、。 ほ ， 責＃
．
ｏ⑪ｏ円

Ｉ■査 を 曼 け苫 等 の 望 遣 胆 売 呉 の 許 可 旺 の 可 旺 再 交

場 合 肚
、１

．
皿ｏｏ

再 交 付 手 畦 料

円〕

喧〕 体 外 診 断用 医 藁 品 ｛ １件 に つ … 蝸 の ？ 蘂 箏 崖 荒 行 令 如ユ２ 医 莞 品 黎 １ 件 に う 善

珪 等 理 造 莞の 腓 可 に 係 る 亘． 側 円 莞 １ 項 の 規 定 に上 君 医 賞 咀 景 等 峠 可 呈．ｍｏ円

も 伽 ：国 畠。〕 に 係 石 ‘他 切 同 竈 等 の 鴉 造 責 の 昨 可旺 旧 ● 誤 え交

の 藁品と俳せて 蝿 晩 におい て聖用 す星 手 藪料

，杢を量け里 広棲墨 の性理 彙の許可唖を

＾ 釧 オ、 ！ 合 む目 １’ 帥 昌 に お い て

円〕 じＪ の■ 操 え 交 付

京 都 府 公 報 号外 珀ユ１号 平
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京 都

１砧 の 昌 稟 箏 法 施 行 令 竈１ヨ条

岳 交付手 数

別 表第 ２ の１４百の 項 中 「第 ヨ 条 第 １ 項」 を 「第４５条

第 １ 項」 に 改 均、 「販 売 茉 の 許 可 証」 の 右 に 「、 高 度

管 理 医崇 撮 器 等 の 販 売 薫 若 Ｌく は■ 貸 業 の 酢 可証」 を

加 え
、 同 表 の１４７の 項 中 「第 ４ 条 第 １ 項」 を 「第 蝸 条

第 １ 項」 に 設 め、 「販 売 棄 の 許 可 証」 の 右 に 「、 高 度

管理医邊櫨器等碗販売彙着しく硅ｏ貸彙の許可証」 を

加 え る目

｛京都府棄享春邊会規則の一部改正〕

第 ２ 条 京 都 府 藁 箏 書鶉 会 規則 （昭和ヨ〒年 茸 都 府 規 則 第

１７号〕 の 一 部 を次 の よ う に 改 正 する。

第２条第３号及ぴ第４号中 「医泉用具等」 を 「塵疵

機 器 等」 ‘二改 めるｏ

碓 則

こ の 鏡 則 は、 平 成１７年 ４ 月 １ 目 か ら 施 行 す る。

Ｌ
府 邊 会

京都 府 椚 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 寅 租を

次 の よ う に 定 め る。

平 成ユ〒年 呂 月ヨ１目

京 都 府 邊 会 邊 長 田 坂 畿 太

京 郁 府 柵 報 公 関 条 例 施 行 規 程 ω 一 部 を 改正 す る 荊

程

京 都 府 仙 擢 昼 聞 条 例 施 行 規程（平 成１昌年 ヨ月茗ｏ目 伽 定〕

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る。

別 配 第 ヨ 号 椋 式 か ら 第 石 号 椋 式 ま で の 様 式 中

「倣示〕

こ 切 訣 定 に 不 服 が あ る と彗 は、 こ の 決 定 が あｏ た

こ と を 虹 っ た 目 の 翌 日 か ら起 打 し て石ｏ日 以 内 に、 京

都 府 邊 会 竈 長 に 具 記 申 立 て をす る こ と が で きま す。 」

を

「（教 示〕 １ こ の 決 定 に 不服 が ある とき は、 こ の 決

定 があ ｏ た こ と を知 う た 日の 霊 目 か ら 起

算 Ｌて眉Ｏ日 以 内 に、 京都 府邊 会 鐵 長 に 異

邊 申立 て を する こ と が で きま すｏ

２ こ の 決 定 に つ い て は、 こ の 決 定 が あ ｏ

た こ と を 知 ｏ た 日 ＝ユ の 異齪 申 立 て を し

た 場 合喧
、 当 該 異識 申 立 て に 対 す る 決 定

炉 あう た こ と を 知ｏ た 目〕 の 霊 目 か ら 起

１２

公 報 号外 第ユ］号 平疵１碑 ３月ヨ１日 末咀目

○ して 右 箇 月 以 内 に、 京 都 府 を被 告 と Ｌ

て１訴 訟 に 培 い て 京 都 府 を 代 表 す る 者 は、

京 都 府 鴎 会 鶉 長 と な ｏ ま す。〕 克 都 地 方

歳 判 所 に 処 分 の 取 消 しの 訴 え を提 起 す る

こ と が で き ま す。 」

に 改 め る。

別 記 第１１号 椋 式 申

「（敦示〕

こ の 決 定 に 不 服 があ る と き 硅、 こ の 決 定 が あｏ た

こ と を知 ｏ た 日の 霊 目 か ら起 ㌫ し て壱ｏ日 以 内 に、 荒

都 府 藏 会竈 長 に鼻 殴 申 立て をす る こ と 餅 で 彗ま す。

た だ し、 公 文■ の 企 開 の目 時 ま で に 京 都 府邊 会 勘

長 に 対 Ｌ
、 公 文■ の 公 開 ⑭停 止 の 串 立 て 餅 ない と き

は、 あ な た （■社〕 に 顯す る 椚 韓 は、 公 開 さ れま す

の で 御 承 知 く ださ い。 」

を

「〔教 示〕 １ こ の 訣 定 に 不服 が あ る と き は
、

こ の 決

定 が あｏ た こ と を旬 う た 日 の 霊 目 か ら 起

打 し て壱ｏ日 以 内 に、 京 都 府 謹 会 竈 長 に 具

邊 申 立 て を する こ と が で き ま す。

た だ し、 企 文 ■ の 公 開 の 目 時 ま で に 京

都 府 邊 会簑 長 に 対 し、 公 文 ■ の 公 開 の 停

止 の 申 立 て が な い と き 牡、 あ な た 伽 社〕

に 田 する 仙 靭 圭、 公 開 さ れ ま す の で 御 承

蛙 く だ さ い。

２ こ の 決 定 に つ い て 肚、 こ の 決 定 が あ ｏ

た こ と を 知 ｏ た 日 （ユ の 異 邊 申 立 て を Ｌ

た 場 合 は、 当 該 呉 邊 申 立 て に 対 す る 決 定

が あ ｏ た こ と を 封 っ た 日〕 の 霊日 か ら 起

㌫ して 石 箇 月 以 内 に、 茸 都 府 を被 告 と し

て（訴 訟 に 塙 いて 京 都 府 を 代 表 す る 者 は、

荒 都 府 齪 会 邊 長 と 在 ｏ 圭 す。〕 京 都 地 方

裁 判 所 に 処 分 の 取 消 しの 訴 え を提 起 す る

こ と が で き ま す。

た だ し、 企 文 ■ の 公 開 の日 時吉 で に 裁

判 所 に 執 行 の停 止 を 申 し 立て、 そ れ を 認

め る 決 定 が な い と き は、 あ主 た （■社〕

に 関 す る 旧 報 は、 公 開 さ れま す の で御 承

知 く だ き い坦 」

に 改 め る。

附 則

こ の 規 程 は
、 平 成ユ７年 ｛ 月 ユ 日 か ら 施 行 す る。

教 育 委 旦 会

行 政 亭 件 訴訟 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関


